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平
成
21
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
と
給
付
額
が
決
定
し
ま
し
た

  

国
民
年
金
保
険
料

・
定
額
保
険
料

�

月
額　

１
万
４
６
６
０
円

・
付
加
保
険
料（
任
意
加
入
）

　
※
農
業
者
年
金
加
入
の
方
は
強
制
加
入

�

月
額�

４
０
０
円

  

国
民
年
金
か
ら
の
給
付�

（
基
礎
年
金
）

・
老
齢
基
礎
年
金

�　

�

年
額
79
万
２
１
０
０
円�

（
定
額
保
険

料
を
原
則
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
40

年
間
納
付
済
）

・
障
害
基
礎
年
金

　

年
額
99
万
１
０
０
円

　
　
　
　
（
障
害
等
級
１
級
）

　

年
額
79
万
２
１
０
０
円

　
　
　
　
（
障
害
等
級
２
級
）

・
遺
族
基
礎
年
金

　

�

年
額
79
万
２
１
０
０
円（
基
本
額
）＋

22
万
７
９
０
０
円（
加
算
額
）

　

※�

子
が
一
人
い
る
妻
が
受
け
取
る
場
合
の

額
で
す
。

　

そ
の
他
、
国
民
年
金
か
ら
の
独
自
給

付
と
し
て
付
加
年
金
、
寡
婦
年
金
、
死

亡
一
時
金
、
特
別
障
害
給
付
金
、
短
期

在
留
外
国
人
で
あ
っ
た
方
を
対
象
と
し

た
脱
退
一
時
金
が
あ
り
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」の 

　
　
　
窓
口
相
談
の
お
知
ら
せ

　

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る「
ね
ん
き
ん

特
別
便
」の
窓
口
相
談
が
行
わ
れ
ま
す
。

な
お
、相
談
に
は
事
前
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

相
談
日��

３
月
11
日
㈬�

・25
日
㈬

時

間��

午
前
10
時
～
午
後
４
時

場　

所��

市
役
所
本
庁
１
階�
市
民
課
窓
口

持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

・
ね
ん
き
ん
特
別
便

・�

年
金
手
帳
、年
金
証
書
も
し
く
は
運
転

免
許
証
等
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

・�

記
録
に
対
し
、相
違
が
あ
る
と
わ
か
る

書
類（
お
持
ち
の
方
の
み
）

・�

本
人
以
外
の
記
録
の
相
談
に
は
委
任
状

お�

申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ　

市
役
所�

市
民
課（
国
保
年
金
係
）

　

☎
63‐５
１
１
２（
内
線
２
４
７
）

　
定
例
社
会
保
険
事
務
相
談

　
　

年
金
相
談
等
お
気
軽
に
ど
う
ぞ

�

○
毎
月
第
３
水
曜
日　
（
３
月
は
18
日
）

時

間　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

会

場　

佐
渡
中
央
会
館

　
　
　
　
（
市
役
所
佐
和
田
支
所
隣
り
）

　
　
　
　

河
原
田
本
町
３
９
４
番
地

　
　
　
　

☎
57‐２
７
１
１

�

○
翌
日
の
木
曜
日　
（
３
月
は
19
日
）

時

間　

午
前
９
時
～
11
時
30
分

会

場　

両
津
地
区
公
民
館

　
　
　
　
（
両
津
文
化
会
館
隣
り
）

　
　
　
　

梅
津
２
３
１
４
番
地
１

　
　
　
　

☎
27‐４
１
８
１

予
約
・お
問
い
合
わ
せ

　

新
潟
西
社
会
保
険
事
務
所

　

庶
務・年
金
給
付
課

　

☎
０
２
５‐２
２
５‐３
０
０
８

　

電
話
で「
佐
渡
中
央
会
館（
ま
た
は
両

津
地
区
公
民
館
）で
の
年
金
相
談
の
予
約

を
し
た
い
」と
申
し
込
ん
で
い
た
だ
き
、名

前・基
礎
年
金
番
号・電
話
番
号・相
談
の

内
容
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

※�

予
約
な
し
で
の
相
談
も
で
き
ま
す
が
、当
日
会

場
受
付
は
水
曜
が
午
後
３
時
、木
曜
は
午
前

10
時
ま
で
に
な
り
、予
約
の
方
が
優
先
と
な
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

年
金
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

・
新
潟
西
社
会
保
険
事
務
所

　

国
民
年
金
課

　

☎
０
２
５‐２
２
５‐３
０
１
２

　

庶
務・年
金
給
付
課

　

☎
０
２
５‐２
２
５‐３
０
０
８

・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０‐０
５‐１
１
６
５

・
市
役
所　

市
民
課（
国
保
年
金
係
）

　

☎
63‐５
１
１
２

　

ま
た
は
各
支
所
市
民
課
国
民
年
金
担

当
係

ゆ
め
あ
り
く
ん

年金だより

両
津
高
校

J
A
佐
渡
加
茂

加茂小

両津地区
公民館

梅津保育園

両津文化会館

至二ツ亀→

両津→

←至水津

真野湾

佐渡一周線

←至相川

河原田小

市役所
佐和田支所

佐渡中央会館 佐
和
田
体
育
館

両
津
高
校

J
A
佐
渡
加
茂

加茂小

両津地区
公民館

梅津保育園

両津総合
体育館

両津文化会館

至二ツ亀→←至水津

両津湾

佐渡一周線

◎佐渡中央会館◎両津地区公民館


